
令和７年度「さぬき讃フルーツ・ベジタブル」認定生産者の

認定式を開催します！

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ

１ 日 時 令和８年２月５日（木）15時00分～15時30分

２ 場 所 香川県庁本館11階 知事第三応接室

３ 内 容 ・認定書の交付

・知事挨拶

・認定生産者から抱負発表

・記念撮影

４ 出 席 認定生産者代表、知事、

香川県卸売青果ネットワーク会長、

さぬき讃サンはなやか（花野果）大使

※取材に関するお願い
○ 取材いただける場合は、２月４日(水)17時までに農業生産流通課までご連絡いただきますようお願いします。

「かがわ農産物応援団」では
香川県産農産物やイベント情報などを
リアルタイムに発信しています。
ぜひフォローしてください！！

〇Instagram

@ kagawa_nousanbutsu
〇Facebook

令和８年１月30日（金）

かがわ農産物流通消費推進協議会事務局

農業生産流通課 農産物ブランド推進グループ

担当 六車、藤田 （内線3772）

ダイヤルイン 087‐832‐3417

小原 啓二 氏
おばら けいじ

JA香川県坂出園芸センター蔬菜統合部会

香川県産果実・野菜のイメージアップに向けて第一歩！！

県では、香川県産野菜のイメージアップに取り組む生産者を認定しており、認定生産者が旬や品質

等にこだわって作った野菜を「さぬき讃ベジタブル」として推奨しています。この度、20団体・個人

の生産者を「さぬき讃ベジタブル」の認定生産者として認定するにあたり、認定式を開催し、知事か

ら認定書の交付を行います。

かがわ農産物流通消費推進協議会（会長：早川茂）は、県内消費者等に対して香川県産野菜の

理解促進と消費拡大を図るため、協議会の認定を受け自ら県産野菜のイメージアップに取り組む

「さぬき讃ベジタブル」認定生産者として、新たに20団体・個人（裏面参照）

を認定し、認定式を行います。

県では、県オリジナル品種を中心とした果物で、県で認定した生産者が栽培し、糖
度など一定の品質基準を満たしたものを「さぬき讃フルーツ」として推奨しています。
この度、３法人・個人の生産者を「さぬき讃フルーツ」の認定生産者に認定するに
あたり、知事から認定書の交付を行います。

県では、県オリジナル品種を中心とした果物で、県が認定した生産者が栽培し、糖度

など一定の品質基準を満たしたものを「さぬき讃フルーツ」として、また、認定生産者が

旬や品質等にこだわって作った野菜を「さぬき讃ベジタブル」として推奨しています。

この度、３団体・個人を「さぬき讃フルーツ」の生産者、８団体・個人を「さぬき讃

ベジタブル」の生産者として認定（裏面参照）するにあたり、認定式を開催し、知事から

認定書の交付を行います。

ゆら早生 石地



（参考）令和７年度「さぬき讃フルーツ・ベジタブル」認定生産者一覧（順不同）

No 認定生産者 品目 所在地

１ もりもといちご園 森本 雅也
いちご

（さぬきひめ）
東かがわ市

２ JA香川県「マル曽」みかん部会 浅野 正行
温州みかん

（ゆら早生、石地）
観音寺市

３ JA香川県三豊共撰みとよ連絡協議会 会長 白川 徹
温州みかん

（ゆら早生、石地）
観音寺市

〇「さぬき讃フルーツ」認定生産者

No 認定生産者 品目 所在地

１ 藤井酒造株式会社 代表取締役 藤井 義博 アスパラガス 丸亀市

２ 株式会社竹内農場 代表取締役 竹内 一之 キャベツ 丸亀市

３ 株式会社めざめ 代表取締役 豊島 有希 アスパラガス 丸亀市

４ 眞鍋 倫明 アスパラガス 丸亀市

５ 吉田 和宏 アスパラガス 坂出市

６ 荒井 悠貴 青ネギ 東かがわ市

７ JA香川県オクラ研究会 会長 赤松 幸男 オクラ 高松市

８ 豊南地区モロヘイヤ部会 会長 合田 芳勝 モロヘイヤ 観音寺市

〇「さぬき讃ベジタブル」認定生産者

〇「さぬき讃ベジタブル」推奨制度
・香川県で生産する、旬や品質等にこだわって作った野菜を「さぬき讃ベジタブル」として、一体的な

ＰＲに取り組んでいる。知事から認定を受けた生産者は、イメージキャラクター「ベジィさん」等の

使用が可能となり、県や関係機関が連携して重点的にプロモーション活動を行う。

【対象品目：29品目】

・レタス類 ・ブロッコリー ・青ネギ ・たまねぎ

・アスパラガス(さぬきのめざめを含む) ・にんにく ・トマト類 ・金時にんじん

・かんしょ ・パセリ ・セルリー ・キャベツ ・なばな ・オクラ

・スイートコーン ・きゅうり ・なす(三豊なすを含む)

・モロヘイヤ(さぬきのヘイヤを含む）・そらまめ ・だいこん ・枝豆 ・かぼちゃ

・小松菜 ・エンサイ・ほうれん草・まんば ・食べて菜 ・葉ごぼう ・香川本鷹

・認定生産者（令和８年２月５日現在）71団体・個人

〇「さぬき讃フルーツ」推奨制度
・香川県が、意欲ある生産者・組織による生産拡大や品質向上の取組みを流通販売面から支えることにより、
県産果実の有利販売につなげるために平成24年度に創設した制度。
・同制度では、高品質な果実を生産する生産者を「さぬき讃フルーツ」生産者に認定するとともに、認知度向上や
消費拡大、ブランド強化等に向けた活動を展開している。

・認定生産者（令和８年２月５日現在）54団体・個人
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